
あきる野の奏で・あきる野マルシェ「みせるの」同日開催
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中
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分
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秒
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　あきる野の奏ででは、地元アーティス

トによる生演奏やＤＪなどのライブを実

施します。あきる野マルシェでは、市内

の商店会が集結し、イチオシの商品を販

売するほか、キッチンカーも出店します。

○日時　３月10日㈰　午前10時～午後４時（雨天決行・荒天中止）

○場所　秋留野広場

○入場料　無料

○主催　あきる野の奏で実行委員会・あきる野商店会連合会

○その他　中止判断や内容等は、あきる野市観光協会青年部やあきる野マルシェの

Facebook でお知らせします。

○問合せ
●あきる野の奏で…あきる野市観光協会五日市観光案内所（☎５９６－０５１４）

▽担当課
●あきる野の奏で…観光まちづくり推進課観光まちづくり推進係

●あきる野マルシェ…商工振興課商工振興係

あきる野市観光協会
青年部 Facebook

あきる野マルシェ
Facebook

あきる野マルシェ
Instagram

（カメラ機能で読み取れない
場合は、Instagramのアプリ
から読み取ってください）

「
あ
き
る
野
の
匠
」
の
技
術
や
手

掛
け
る
商
品
を
紹
介
し
ま
す
。
展
示
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間
中
、
秋
川
渓
谷
瀬
音
の
湯
物
産

販
売
所
「
朝
露
」
の
特
設
コ
ー
ナ
ー

で
は
、
商
品
の
購
入
が
で
き
ま
す
。
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「あきる野の匠」
パネル展を
開催します

（3） 令和６年（2024年）３月１日  あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹
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⑤教育の充実

⑥行政力の強化と協働のまちづくり

　次に、教育の充実についてであります。
　あきる野市教育大綱の基本理念である、ふ
るさとを誇りに思う人づくりと、あきる野の
香りがする「あきる野っ子」が育つ教育の実
現に向けて、家庭・地域・学校が連携し、地
域社会全体で子どもを育てる環境づくりを進
めることが重要であります。
　多様化・複雑化する子どもを取り巻く危機
から子どもを守るため、教育支援センターの
相談体制等を強化し、いじめ対策や不登校対
策を推進してまいります。また、休日の中学
校部活動の地域移行につきましては、地域で
子どもたちを育てる環境づくりを目指し、各
種団体等と連携して段階的に進めてまいりま
す。

　学校給食につきましては、物価高騰に伴う
食材等の値上げ分を市が負担するなど、保護
者の負担軽減の取組を継続してまいります。
また、新学校給食センターの整備につきまし
ては、日の出町と連携し、施設の設計や運営
体制の検討などを進めてまいります。
　これらを含めた具体的な取組につきまして
は、後ほど、教育長の教育方針の中で述べさ
せていただきます。
　男女共同参画社会の実現につきましては、
市職員を対象とするＬＧＢＴＱ理解研修を継
続するとともに、多様性や多文化共生の理解
促進に向けた取組の在り方等の検討を進めて
まいります。

秋流子ども体験塾　小中学生駅伝大会

タウンミーティング

　最後に、行政力の強化と協働のまちづくり
についてであります。
　多様化、複雑化する行政ニーズに応え、各
種施策を着実に推進するためには、自主財源
の確保や自治体ＤＸ、公共施設等の総合管理、
職員や組織の活性化に取り組み、行政力の更
なる強化を図る必要があります。
　このため、令和５年度に策定した行財政改
革推進プラン２０２３に基づき、各種取組を
着実に推進してまいります。

　自主財源の確保につきましては、生産年齢
人口の増加や企業誘致のほか、先に申し上げ
たふるさと納税やクラウドファンディングな
どに取り組んでまいります。また、使用料や
手数料など、受益者負担の適正化について検
討してまいります。
　公共施設等の総合管理につきましては、令
和７年度の公共施設等総合管理計画の改定に
向け、見直しに着手してまいります。また、
再編等に関する具体的な検討を継続し、総合
管理計画に反映してまいります。
　自治体ＤＸの推進につきましては、生成Ａ
Ｉや、パソコンで行う作業を自動化するＲＰ
Ａなどのデジタル技術を業務に導入し、行政
の効率化を進めてまいります。
　職員や組織の活性化につきましては、デジ
タル人材の育成や積極的な自己啓発を促す仕
組みづくりなどに取り組むとともに、限られ
た技術系職員が柔軟に対応できるよう組織の
フラット化を行うなど、人材の活用・育成を
意識した組織体制を構築してまいります。ま
た、会計年度任用職員につきましては、令和
６年度からの勤勉手当の支給に向け、準備を
進めてまいります。
　協働のまちづくりにつきましては、地域づ
くりや行政課題の解決に向け、町内会・自治

会をはじめ、市民や事業者の皆様との協働・
連携を更に強化する必要があります。このた
め、市民の皆様と本市の将来を語り合える場
として、令和５年度に続き、タウンミーティ
ングを開催してまいります。また、コミュニ
ティ事業交付金などによる町内会・自治会の
活動支援、協定締結等を通じた事業者との連
携強化に引き続き取り組んでまいります。さ
らに、協働のまちづくりを効果的に進めるた
め、本市における協働の在り方の検討に向け、
情報収集や研究を進めてまいります。
　令和７年度の市制施行３０周年及び五日市
線開業１００周年につきましては、市民や事
業者の皆様とともに華々しく迎えられるよう、
令和６年度は記念事業のロゴマークなどを公
募してまいります。また、若手職員を中心に
アイデア等を集め、記念事業の内容等を検討
し、企画してまいります。

　以上、令和６年度の主要な施策について述
べさせていただきました。
　私が掲げる「すべての市民が、活き活きと
暮らしていけるまちづくり」の実現に向け、
引き続き全力を尽くしていく決意を申し上げ
まして、令和６年度の施政方針といたします。

２面のつづき


